
   千歳市介護福祉分野資格取得助成事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市内の介護サービス事業に従事する介護職員等の安定的な雇用、職場

定着及び質の高い介護サービスの持続化を図るため、研修受講料の自己負担の軽減を行

う事業者を支援することで、介護職員等の自己負担の軽減を促進することを目的として、

介護サービス事業者が直接雇用している職員の研修又は資格取得の費用のうち、介護サ

ービス事業者が負担した額に対して予算の範囲内で補助金を交付することに関し、千歳

市補助金交付規則（昭和 58 年千歳市規則第 12 号）に定めるもののほか、必要な事項を定

めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによ

る。 

（１）研修 別表１に定める研修をいう。 

（２）介護サービス事業 次に掲げる事業をいう。 

ア 介護保険法（平成９年法律第 123 号。以下「法」という。）第８条第１項に規定する

居宅サービス（訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与

及び特定福祉用具販売を除く。）を行う事業 

イ 法第８条第 14項に規定する地域密着型サービスを行う事業 

ウ 法第８条第 26項に規定する施設サービスを行う事業 

エ 法第８条の２第１項に規定する介護予防サービス（介護予防訪問看護、介護予防訪問

リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与及び特定介護

予防福祉用具販売を除く。）を行う事業 

オ 法第８条の２第 12項に規定する地域密着型介護予防サービスを行う事業 

カ 法第８条第 24項に規定する居宅介護支援事業 

キ 法第８条の２第 16項に規定する介護予防支援事業 

（３）介護サービス事業者 前号に掲げる事業を行う事業所を市内に有する法人をいう。 

（４）介護職員等 介護サービス事業者に直接雇用され、市内の第２号に掲げる事業を行

う事業所において従事している者をいう。 

（５）受講料等 研修の実施機関が受講にあたって定める受講料、テキスト代をいう。た

だし、補講等に係る費用、手数料、会場までの交通費等の諸経費は含まないものとする。 

（６）支給金 介護職員等が負担した受講料等の全部又は一部について、給与、賃金及び

諸手当とは明確に区別して支給された金銭をいう。 

（７）高等学校等 学校教育法（昭和 22 年法律第 26号）に規定する全日制、定時制及び

通信制の高等学校、特別支援学校の高等部並びに専修学校の高等課程をいう。 

（８）大学等 学校教育法に規定する大学院、大学、短期大学、高等専門学校及び専修学

校（専門課程に限る。）をいう。 



（補助の対象経費） 

第３条 補助の対象となる経費は、介護サービス事業者が、研修の実施機関に直接支払った

受講料等又は介護サービス事業者が介護職員等に対し支払った支給金とし、国、地方公共

団体（本市を除く。）、その他の機関から、受講料等に関し補助金、助成金その他の金銭の

給付を受けた場合は、費用の額から当該給付を受けた額を控除する。 

２ 研修の修了日が申請日から過去１年以内である場合の受講料等又は支給金を補助の対

象とする。 

３ 介護サービス事業者自らが研修の実施機関として開講する研修を、自ら雇用している

介護職員等に受講させる場合の受講料等又は支給金については、補助の対象としない。 

４ 高等学校等又は大学等の授業等において受講した研修の受講料等又は支給金について

は、補助の対象としない。 

（補助金の交付） 

第４条 市は、介護サービス事業者が、介護職員等が受けた研修の受講料等の全部又は一

部を負担したときは、当該介護サービス事業者に対し、その申請により、予算の範囲内で

補助金を交付するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付を受ける

ことができない。 

（１）前条第１項に掲げる費用の全部又は一部について、市が実施する他の制度に基づく補

助金、助成金その他の金銭の給付を受けている場合 

（２）千歳市暴力団排除条例（平成 26年千歳市条例第１号）第２条に規定する暴力団並び

に暴力団関係事業者 

（補助対象となる介護職員等の要件） 

第５条 補助の対象となる介護職員等は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

（１）研修受講修了後、原則、３か月以上継続して市内の同一事業所に勤務し、かつ、申請

日時点において同一法人に引き続き勤務している者 

（２）申請日時点において、別表１に定める研修のうち、介護支援専門員に関する研修は、

介護支援専門員又は計画作成担当者として勤務し、介護福祉士実務者研修は、介護従事者

として勤務している者 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、別表第１に掲げる対象研修に応じた補助率を乗じた額であって、同

表に定める額を上限とする。 

２ 前項の額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 

（補助金の交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする介護サービス事業者は、千歳市介護福祉分野資格

取得助成事業補助金交付申請書（第１号様式）に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出

しなければならない。 

（１）介護福祉分野資格取得助成事業補助金所要額調書（第２号様式） 



（２）受講した研修の受講料等がわかるもの（研修パンフレット等） 

（３）研修の修了証明書の写し 

（４）雇用証明書（第３号様式） 

（５）受講料等を支払ったこと及びその金額がわかるものの写し（領収書、請求書など） 

（６）事業者が介護職員等に対して支給金を支払っている場合は、その支給明細書の写し 

（７）その他市長が必要と認める書類 

（補助金の交付決定等） 

第８条 市長は、前条の規定による交付申請を受けたときは、当該申請に係る書類を審査し、

補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書（第４号様式）により通知するものとする。 

２ 市長は、実績に基づき正当な請求があった日から 30 日以内に補助金を交付するものと

する。 

（補助金の交付決定の取消し等） 

第９条 市長は、補助金の交付決定及び補助金の交付を受けた介護サービス事業者が、次の

各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことが

できる。 

（１）偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。 

（２）その他補助金の交付が不適当と認められる事由があるとき。 

２ 前項の場合において、既に交付した補助金があるときは、市長は、その返還を命ずるも

のとする。 

（委任） 

第 10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、保健福祉部長

が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

  



別表１（第２条関係） 

対象研修 補助率 上限額 

介護支援専門員実務研修 ３分の２以内 受講者１人につき 50,000 円 

介護支援専門員更新研修 ３分の２以内 受講者１人につき 50,000 円 

介護支援専門員専門研修 ３分の２以内 受講者１人につき 50,000 円 

主任介護支援専門員研修 ３分の２以内 受講者１人につき 50,000 円 

主任介護支援専門員更新研修 ３分の２以内 受講者１人につき 50,000 円 

介護支援専門員再研修 ３分の２以内 受講者１人につき 50,000 円 

介護福祉士実務者研修 ３分の２以内 受講者１人につき 100,000 円 

 

  



第１号様式（第７条関係） 

年 月 日  

 

千歳市長 様 

 

所在地              

名称及び             

 代表者の氏名            

 

千歳市介護福祉分野資格取得助成事業補助金交付申請書 

 

千歳市介護福祉分野資格取得助成事業補助金交付要綱第７条の規定により、介護福祉分

野資格取得助成事業に対する補助金の交付を受けたいので、次のとおり関係書類を添えて

申請します。 

 

１ 補助金交付申請額    金         円 

 

２ 事業所名 

 

３ サービス種類 

 

４ 添付書類 

 （１）介護福祉分野資格取得助成事業補助金所要額調書 

 （２）受講した研修の受講料等がわかるもの（研修パンフレット等） 

（３）研修の修了証明書の写し 

（４）雇用証明書 

（５）受講料等を支払ったこと及びその金額がわかるものの写し（領収書、請求書など） 

（６）事業者が介護職員等に対して支給金を支払っている場合は、その支給明細書の写し 

 

  



第２号様式（第７条関係） 

介護福祉分野資格取得助成事業補助金所要額調書 

 

注１ 「補助対象経費」（Ｃ）は、介護サービス事業者が研修の実施機関に直接支払った受講料等又は介護サービス事業者が介護

職員等に対し支払った支給金の額を記入すること。 

注２ 「補助基本額」（Ｄ）に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額を記入すること。 

注３ 「補助所要額」（Ｅ）は、補助基本額と補助上限額を比較して少ない方の額を記入すること。

研修名 

（研修実施機関） 

研修修了者 

氏名 
受講期間 修了年月日 

研修受講料 

（テキスト代含む） 

（Ａ） 

控除額 

（他機関の補助額） 

（Ｂ） 

補助対象経費 

（Ｃ） 

補助基本額 

（Ｃ×2/3） 

（Ｄ） 

補助所要額 

（Ｅ） 

         

         

         

         

         

合計  



第３号様式（第７条関係） 

雇用証明書 

 

  年  月  日  

千歳市長 様 

 

             証明者 所在地              

名称及び             

                         代表者の氏名        印  

 

 下記の者は、 年 月 日現在当法人において雇用していることを証明します。 

 

記 

 

フ リ ガ ナ  

氏 名  

生 年 月 日    年  月  日 

勤 務 

事業所 

名 称  

所在地  

介護サービス種別  

従 事 す る 職 種  

雇 用 契 約 年 月 日    年  月  日 

事業所配置年月日 

（雇用年月日と異なる場

合にのみ記載） 

    年  月  日 

 

  



第４号様式（第８条関係） 

 

補助金交付決定通知書 

 

千歳市指令補助第 号 

年 月 日  

 

 様 

 

千歳市長 印 

 

千歳市介護福祉分野資格取得助成事業補助金交付決定通知書 

 

年 月 日付けで申請のあった千歳市介護福祉分野資格取得助成事業補助金について、

次のとおり交付を決定したので通知します。 

 

１ 交付決定額 

  金        円 

 

２ 補助金を他の用途に使用し、その他交付決定の内容又は交付の条件に違反したときは、

決定の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付され

ているときは返還を命ずるものとする。 

 

３ 補助事業等の適正な執行のため必要と認めるときは、事業等の遂行の状況に関し報告

を求め、又は調査をすることがある。 

 

４ 交付の条件は、次のとおりとする。 

（１）補助事業等に要する経費の配分の変更（軽微な変更を除く。）をする場合においては、

承認を受けること。 

（２）補助事業等の内容の変更（軽微なものを除く。）をする場合においては、承認を受け

ること。 

（３）補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、速やかにその経過を報告し、承

認を受けること。 

（４）補助事業等に関する収入、支出の内容を明らかにする帳簿及び書類を備え、これを整

理しておくこと。 

 

 

 

 


